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１．事業活動の概要

営業部長　海老沢　稔
営業部 川田　皓斗

建設業（土木・建築・舗装・水道・造園・解体）

1,704百万円(平成31年4月～令和2年3月）
48名
２１０㎡

（2）    所在地　　　茨城県ひたちなか市足崎１４７４番地の４６

（1）    事業者名及び代表者名　　　株式会社 大曽根建設　　代表取締役　大曽根　理一郎

（3）    環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
環境管理責任者：　

従業員：　　　　
延べ床面積：　

担当者：　

売上高：　　

連絡先：　 電話：０２９－２７５－１８８８　　FAX：０２９－２７５－５６６０

（4）    事業内容

（5）    事業の規模

役 割 ・ 責 任 ・ 権 限

社 長

・環境経営に関する統括責任
・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備
・環境管理責任者を任命
・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知
・環境目標・環境活動計画書を承認
・代表者による全体の評価と見直しを実施
・環境活動レポートの承認

環 境 管 理 責
任 者

・環境経営システムの構築、実施、管理、
・環境関連法規等の取りまとめ票を承認
・環境目標・環境活動計画書を確認
・環境活動の取組結果を代表者へ報告
・環境活動レポートの確認

・従業員に対する教育訓練の実施
・環境活動計画の実施及び達成状況の報告
・特定された項目の手順書作成及び運用管理
・特定された緊急事態への対応のための手順書作成
・テスト、訓練を実施、、記録の作成
・問題点の発見、是正、予防処置の実施

全 従 業 員
・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚
・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

(6)実施体制図及び役割・責任・権限表

環 境 管 理 担
当 者

・環境管理責任者の補佐
・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施
・環境目標、環境活動計画書原案の作成
・環境活動の実績集計
・環境関連法規等取りまとめ表の作成
・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口
・環境活動レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）
・環境経営システムの実施
・環境方針の周知

社 長

事務所

総務部・経理

営業部

現場

土木工事部建築工事部

環境管理責任者

環境管理担当者
環境管理室

平成30年7月6日改定
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自主的・積極的に進めて行きます。

１．当社が守らなければならない環境関連法規や条例等を明らかにし、これを遵守します。

３．事業活動に伴う環境影響を低減するため、以下の活動を実施します。

1)建設物の計画段階から環境に配慮した設計をお客様に提案します。

2)地球温暖化防止のため、エネルギーの使用を低減し、二酸化炭素の削減に取組みます。

3)廃棄物の発生を減らし、発生した廃棄物の再利用及びリサイクルに取組みます。

4)水の使用を節約します。

5)環境に配慮した備品等の購入に努めます。

４．全従業員にこの環境方針を周知させます。

代表取締役　　

２．環境改善のために環境目標を定め、定期的に見直し、継続的な環境負荷の低減を目指します。

制定日： 平成22年2月26日

株式会社 大曽根建設

環　境　経　営　方　針

　当社は、主に茨城県及び隣接都道府県を対象として、公共用施設等の建設工事を行っています。

　当社が事業活動を行うことにより、環境へ種々の影響を与えていることを自覚し、全員で環境問題に

ついて勉強し、エコアクション２１環境経営システムを構築・運用することにより、環境への取組を

環境への取組を進めるため、以下の事項について取組んで行きます。
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平成31年度
(基準年度)

令和2年度 令和3年度 令和4年度

実績 目標 目標 目標
上段：実績値
下段：達成率

評
価

上段：
下段：達成率

評
価

- 完成高（実績）(百万円） 1,515 - - - 1,704 - - - - -

省エネ建設物の提案（件） 5 5 5 5 7

140.00% 157.47%

電気使用量の削減（ｋｗｈ） 19,214 19,022 18,830 18,451 13,347

[基準年度からの削減率] 1％削減 2％削減 3％削減 142.51% 160.29%

ガソリン使用量の削減（Ｌ） 66,171 65,509 64,848 64,186 57,937

[基準年度からの削減率] 1％削減 2％削減 3％削減 113.06% 127.16%

軽油使用量の削減（Ｌ） 80,604 79,798 78,992 78,186 92,347

[基準年度からの削減率] 1％削減 2％削減 3％削減 86.41% 97.19%

二酸化炭素排出量の削減
（ｋｇ－ＣＯ２）

374,168 370,426 366,685 362,943 384,504

[基準年度からの削減率] 1％削減 2％削減 3％削減 96.33% 108.35%

建設副産物の削減
（優良事例紹介）（件）

5 5 5 5 7

140.00% 157.47%

水使用量の削減（m3） 88 87 86 84 80

[基準年度からの削減率] 1％削減 2％削減 3％削減 108.75% 122.32%

事務用品のグリーン購入 82% 82% 82% 82% 85%

103.65% 116.58%

（注1）平成31年度を基準年度として3年分の環境目標を立てた。当年度（令和2年度）はその1年度目である。 ※評価基準：
①目標を達成していないので、是正処置が必要（90％未満）

（注3）化学物質は使用していない。 ②まだ改善の余地がある（90～99％） ④目標を十分に達成（105～119％）
③目標を達成（100～104％） ⑤目標を完璧に達成（120％）　　

優良事例の紹介（発
生した廃棄物の再利
用及びリサイクル）

2)全体による

優良事例の紹介（発
生した廃棄物の再利
用及びリサイクル）

トイレの1回流しの徹
底

営業活動の強化

照明の個別スイッチ
をこまめに切る

照明の個別スイッチ
をこまめに切る

効率的なルートで移
動する。低燃費車へ
の切替を図る。

効率的なルートで移
動する。アイドリングス
トップ等運転方法の
配慮を行う

効率的なルートで移
動する。アイドリングス
トップ等運転方法の
配慮を行う

３．環境目標とその実績

③

①

④

⑤

⑤

②

⑤

④

2)地球温暖化防止の
ため、エネルギーの使
用を低減し、二酸化炭
素の削減に取組みま
す。

3)廃棄物の発生を減ら
し、発生した廃棄物の
再利用及びリサイクル
に取組みます。

5)環境に配慮した備品
等の購入に努めます。

4)水の使用を節約しま
す。

令和2（2020）年度（平成31年4月～令和2年3月）

環境目標 環境活動計画

④

指定されたカタログ販
売購入を主とし担当
者を定めｴｺﾏｰｸ商品
を優先的に購入する

⑤

⑤
効率的なルートで移
動する。低燃費車へ
の切替を図る。

②

④

⑤

⑤
トイレの1回流しの徹
底

指定されたカタログ販
売購入を主とし担当
者を定めｴｺﾏｰｸ商品
を優先的に購入する

2)全体による

今年度
令和2（2020）年度

次年度
令和3（2021）年度

営業活動の強化

（注2）平成31年度以降の購入電力のCO2排出係数は、0.455（（kg-CO2/kwh：平成30年度東京電力係数）とした。

令和2年度(今年度)実績

実績値ベース
原単位(売上高)

ベース

⑤

環境方針
内　容

1)建設物の計画段階
から環境に配慮した設
計をお客様に提案しま
す。
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4.環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

廃棄物処理法 第３条
建設リサイクル法 第５条
道路交通法 第24・32・77
浄化槽法 第３条
フロン排出抑制法 第16条 業務用エアコンの簡易点検

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。
なお、違反、訴訟等も過去３年間ありませんでした。

5.代表者による全体の評価と見直し

①

②

③

④ 今までの活動期間（10月～9月）では、審査時期が決算期と被ってしまうため、比較的仕事の落ち着い
ている時期に審査が行えるよう、今回から4月～3月を活動期間とした

省エネ建設物の提案及び優良事例紹介について、目標以上に受注できた。今後とも継続していきた
い。

事務所の改修工事により大きな結果がでてきている。低燃費車へ乗り換えも少しずつ出来ている。ガソ
リン・軽油の使用量については、受注する工事量や工事箇所・内容によってまだまだ変動が激しく、目
標設定が困難である。今後の課題としたい。これからも社会貢献活動や各種研修会など積極的に参加
し情報収集に努め、より良いシステムを構築していきたい。

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）
一般廃棄物、産業廃棄物（コンクリート、アスファルト・コンクリート、木くず  等）

事務所の改修工事により電気・水の使用量が大幅に低減されたため、平成28年度に、目標設定の見直
しを行なった。また、平成30年10月に太陽光パネルの設置し自家消費を開始した。

建築建造物及び土木建造物
道路使用・占用許可、継続して道路を使用する対象物件の許可
浄化槽
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